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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第３区分
【発行日】平成29年12月28日(2017.12.28)

【公開番号】特開2016-161177(P2016-161177A)
【公開日】平成28年9月5日(2016.9.5)
【年通号数】公開・登録公報2016-053
【出願番号】特願2015-38816(P2015-38816)
【国際特許分類】
   Ｆ２４Ｆ  13/08     (2006.01)
   Ｆ０４Ｄ  25/16     (2006.01)
   Ｆ０４Ｄ  25/08     (2006.01)
   Ｆ２４Ｆ   7/06     (2006.01)
   Ｆ２４Ｆ  13/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２４Ｆ   13/08     　　　Ａ
   Ｆ０４Ｄ   25/16     　　　　
   Ｆ０４Ｄ   25/08     ３０２Ｅ
   Ｆ２４Ｆ    7/06     　　　Ｚ
   Ｆ２４Ｆ   13/02     　　　Ｄ
   Ｆ２４Ｆ   13/02     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年11月15日(2017.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する第１の壁と第２の壁を有し、箱体吸込口と箱体吐出口が形成された箱体
と、
　第１の遠心式ファンと前記第１の遠心式ファンを回転させる第１の電動機を有して前記
箱体の内部に収容され、前記第１の遠心式ファンの両側に空気を吸い込む送風機吸込口が
形成された第１の遠心送風機と、
　第２の遠心式ファンと前記第２の遠心式ファンを回転させる第２の電動機を有して前記
箱体の内部に収容され、前記第２の遠心式ファンの片側から空気を吸い込む送風機吸込口
が形成された第２の遠心送風機と、
　前記第２の遠心式ファンの回転軸および前記第２の遠心送風機からの空気の吐出方向と
垂直な方向から見た場合に、空気の吐出方向と反対方向に向けて間隔が狭くなる形状を呈
する第１の整流部と、を備え、
　前記第１の遠心送風機は、一方の送風機吸込口を前記第１の壁に向けて配置され、
　前記第２の遠心送風機は、送風機吸込口を前記第１の壁に向けて配置され、
　前記第２の遠心送風機は、前記第１の遠心送風機よりも空気の吐出方向の下流側、かつ
前記第１の遠心送風機よりも前記第１の壁側にずらして配置され、
　前記第１の整流部は、前記第２の遠心送風機の送風機吐出口が形成される面の反対側に
設けられることを特徴とする送風装置。
【請求項２】
　前記第１の整流部は、前記第２の遠心式ファンの回転軸および前記第２の遠心送風機か
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らの空気の吐出方向と垂直な方向から見た場合に、空気の吐出方向と反対方向に向けて間
隔が狭くなるテーパ面を有することを特徴とする請求項１に記載の送風装置。
【請求項３】
　前記第２の遠心式ファンの回転軸および前記第２の遠心送風機からの空気の吐出方向と
垂直な方向から見た場合に、前記第１の整流部のテーパ面同士の延長線の交点は、前記第
２の遠心式ファンの回転軸に沿った方向での前記第１の壁との距離が、前記第２の遠心送
風機の必要風量に応じた距離となる位置に設けられ、前記第１の遠心送風機の風量をＱ１
、前記第２の遠心送風機の風量をＱ２とした場合、Ｑ１：Ｑ２≒Ｌ１：Ｌ２となることを
特徴とする請求項２に記載の送風装置。
【請求項４】
　前記第１の整流部は、前記第２の遠心送風機に当接された前記第１の整流部の一面から
、前記第１の遠心送風機の前記一方の送風機吸込口と対向する位置まで延びていることを
特徴とする請求項２に記載の送風装置。
【請求項５】
　前記第２の遠心式ファンの回転軸および前記第２の遠心送風機からの空気の吐出方向と
垂直な方向から見た場合に、前記第１の整流部のテーパ面同士の延長線の交点は、前記第
１の遠心式ファンの回転軸の延長線と重なる位置、または前記第１の遠心式ファンの回転
軸の延長線よりも前記第２の遠心送風機から離れた位置に設けられることを特徴とする請
求項４に記載の送風装置。
【請求項６】
　前記第１の遠心式ファンの回転軸および前記第１の遠心送風機からの空気の吐出方向と
垂直な方向から見た場合に、前記第１の整流部のテーパ面同士の延長線の交点は、前記第
１の遠心式ファンの回転軸に沿った方向での前記第１の遠心送風機の前記一方の送風機吸
込口との距離が、前記第１の遠心送風機の必要風量に応じた距離となる位置に設けられる
ことを特徴とする請求項２に記載の送風装置。
【請求項７】
　前記第２の壁には、メンテナンス用のメンテナンス開口が形成されていることを特徴と
する請求項１から６のいずれか１つに記載の送風装置。
【請求項８】
　前記第１の遠心送風機は、前記第１の電動機を前記第２の壁に向けて配置されることを
特徴とする請求項７に記載の送風装置。
【請求項９】
　前記第２の遠心送風機は、前記第２の電動機を前記第２の壁に向けて配置されることを
特徴とする請求項７または８に記載の送風装置。
【請求項１０】
　前記第２の遠心送風機の前記第１の壁側へのずれ量は、前記第１の遠心送風機のファン
ケーシングの送風機吐出口が形成された面の前記第１の遠心式ファンの回転軸に沿った方
向の幅と等しいことを特徴とする請求項１から９のいずれか１つに記載の送風装置。
【請求項１１】
　前記第２の遠心送風機の吐出方向の下流側へのずれ量は、前記第２の遠心送風機の送風
機吐出口から前記第２の遠心式ファンのうち前記第１の遠心送風機側となる端部との距離
より大きいことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１つに記載の送風装置。
【請求項１２】
　第３の遠心式ファンと前記第３の遠心式ファンを回転させる第３の電動機を有して前記
箱体の内部に収容され、前記第３の遠心式ファンの片側から空気を吸い込む送風機吸込口
が形成された第３の遠心送風機と、
　前記第３の遠心式ファンの回転軸および前記第３の遠心送風機からの空気の吐出方向と
垂直な方向から見た場合に、空気の吐出方向と反対方向に向けて間隔が狭くなるテーパ面
を有する第２の整流部と、をさらに備え、
　前記第３の遠心送風機は、送風機吸込口を前記第１の壁に向けるとともに、前記第２の
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遠心送風機よりも空気の吐出方向の下流側、かつ前記第２の遠心送風機よりも前記第１の
壁側にずらして配置され、
　前記第２の整流部は、前記第３の遠心送風機の送風機吐出口が形成される面の反対側に
設けられることを特徴とする請求項２に記載の送風装置。
【請求項１３】
　前記第３の遠心式ファンの回転軸および前記第３の遠心送風機からの空気の吐出方向と
垂直な方向から見た場合に、前記第２の整流部のテーパ面の延長線の交点は、前記第１の
壁との距離が、前記第３の遠心送風機の必要風量に応じた距離となる位置に設けられ、前
記第３の遠心送風機の風量をＱ３、前記第２の遠心送風機の風量をＱ４、前記第１の遠心
送風機の風量をＱ５とした場合、Ｑ３：Ｑ４：Ｑ５≒Ｌ３：Ｌ４：Ｌ５となることを特徴
とする請求項１２に記載の送風装置。
【請求項１４】
　前記第２の遠心式ファンの回転軸および前記第２の遠心送風機からの空気の吐出方向と
垂直な方向から見た場合に、前記第２の整流部のテーパ面同士の延長線の交点は、前記第
２の遠心式ファンの回転軸に沿った方向での前記第２の遠心送風機の送風機吸込口との距
離が、前記第２の遠心送風機の必要風量に応じた距離となる位置に設けられることを特徴
とする請求項１２に記載の送風装置。
【請求項１５】
　前記第２の遠心式ファンの回転軸および前記第２の遠心送風機からの空気の吐出方向と
垂直な方向から見た場合に、前記第１の整流部のテーパ面同士の延長線の交点は、前記第
２の遠心式ファンの回転軸に沿った方向での前記第２の遠心送風機の送風機吸込口との距
離が、前記第２の遠心送風機の必要風量に応じた距離となる位置に設けられることを特徴
とする請求項１２から１４のいずれか１つに記載の送風装置。
【請求項１６】
　前記第１の遠心式ファンの回転軸および前記第１の遠心送風機からの空気の吐出方向と
垂直な方向から見た場合に、前記第１の整流部のテーパ面同士の延長線の交点は、前記第
１の遠心式ファンの回転軸に沿った方向での前記第１の遠心送風機の前記一方の送風機吸
込口との距離が、前記第１の遠心送風機の必要風量に応じた距離となる位置に設けられる
ことを特徴とする請求項１２から１４のいずれか１つに記載の送風装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　テーパ面３１ｂは第２の遠心送風機５の吸込面とファンケーシング５４の送風機吐出口
５４ｂが形成される面の反対側の面の交点から始まり、第１の整流部３１の交点Ａは、回
転軸４２の延長線よりも本体気流の上流側（第１の遠心送風機４、第２の遠心送風機５の
空気の吐出方向の反対側）となる位置に設けられることが好ましく、まず、この交点Ａが
回転軸４２から第１の遠心送風機４の本体気流の送風機吸込口４４ａの曲線開始端の間に
位置する場合、第２の遠心式ファン５３の回転軸５２および第２の遠心送風機５からの空
気の吐出方向と垂直な方向から見た場合に、第１の整流部３１の交点Ａは、第２の遠心式
ファン５３の回転軸５２に沿った方向での第１の壁１ａとの距離Ｌ２が、第２の遠心送風
機５の必要風量に応じた距離となる位置に設けられる。この交点Ａの位置を、「第２の遠
心送風機５の必要風量に基づいて定めた交点Ａの位置」とする。これにより、第１の壁１
ａと第１の整流部３１によって形成される流路が狭くなりすぎて、送風機吸込口５４ａに
向けた空気の流れが阻害されてしまうことを抑制できる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、第１の整流部３１の交点Ａは、第１の遠心式ファン４３の回転軸４２に沿った方
向での第１の遠心送風機４の第１の壁１ａ側の送風機吸込口４４ａとの距離Ｌ１が、第１
の遠心送風機４の必要風量に応じた距離となる位置に設けられてもよい。この交点Ａの位
置を、「第１の遠心送風機４の必要風量に基づいて定めた交点Ａの位置」とする。次に、
第１の整流部３１の交点Ａが第１の遠心送風機４の本体気流の送風機吸込口４４ａの曲線
開始端よりも本体気流の上流側に位置する場合（図８を参照）、第１の遠心送風機４の本
体気流の送風機吸込口４４ａの曲線開始端と第１の遠心送風機４の本体気流の送風機吸込
口４４ａの曲線開始端を通り回転軸４２方向のテーパ面３１ｃの距離Ｌ６が第１の遠心送
風機の必要風量に応じた幅以上になるように第１の整流部３１の交点Ａを設定する。これ
により、第１の整流部３１が送風機吸込口４４ａと対向する領域を覆いすぎて、送風機吸
込口４４ａに向けた空気の流れが阻害されてしまうことを抑制できる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　テーパ面３２ｂは第３の遠心送風機６の吸込面とファンケーシング６４の送風機吐出口
６４ｂが形成される面の反対側の面の交点から始まり、第２の整流部３２の交点Ｃは、回
転軸５２の延長線よりも本体気流の上流側となる位置に設けられることが好ましく、まず
、この交点Ａが回転軸５２から第２の遠心送風機５の本体気流の送風機吸込口５４ａの曲
線開始端の間に位置する場合、第３の遠心式ファン６３の回転軸６２および第３の遠心送
風機６からの空気の吐出方向と垂直な方向から見た場合に、第２の整流部３２の交点Ｃは
、第３の遠心式ファン６３の回転軸６２に沿った方向での第１の壁１ａとの距離Ｌ４が、
第３の遠心送風機６の必要風量に応じた距離となる位置に設けられる。この交点Ｃの位置
を、「第３の遠心送風機６の必要風量に基づいて定めた交点Ｃの位置」とする。これによ
り、第１の壁１ａと第２の整流部３２によって形成される流路が狭くなりすぎて、送風機
吸込口６４ａに向けた空気の流れが阻害されてしまうことを抑制できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　また、第２の整流部３２の交点Ｃは、第２の遠心式ファン５３の回転軸５２に沿った方
向での第２の遠心送風機５の第１の壁１ａ側の送風機吸込口５４ａとの距離Ｌ３が、第２
の遠心送風機５の必要風量に応じた距離となる位置に設けられてもよい。この交点Ｃの位
置を、「第２の遠心送風機５の必要風量に基づいて定めた交点Ｃの位置」とする。次に、
第２の整流部３２の交点Ｃが第２の遠心送風機５の本体気流の送風機吸込口５４ａの曲線
開始端よりも本体気流の上流側に位置する場合（図９を参照）、第２の遠心送風機５の本
体気流の送風機吸込口５４ａの曲線開始端と第２の遠心送風機５の本体気流の送風機吸込
口５４ａの曲線開始端を通り回転軸５２方向のテーパ面３２ｃの距離Ｌ７が第２の遠心送
風機５の必要風量に応じた幅以上になるように第２の整流部３２の交点Ｃを設定する。こ
れにより、第２の整流部３２が送風機吸込口５４ａと対向する領域を覆いすぎて、送風機
吸込口５４ａに向けた空気の流れが阻害されてしまうことを抑制できる。
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